
 

- 1 - 
 

第１章 計画の改定にあたって 

 

１ 計画改定の趣旨 

「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳および権利につ

いて平等である。」 

これは、すべての人の人権が尊重される豊かな社会づくりをめざして、平成１３

年(２００１年)４月に施行された滋賀県人権尊重の社会づくり条例(以下「人権条

例」という。）の冒頭の一文です。 

この人権条例に基づき、県では、平成１５年(２００３年)３月に、人権意識の高揚

を図るための施策その他の人権が尊重される社会づくりに関する施策（以下「人

権施策」という。）の総合的な推進を図るための方針として「滋賀県人権施策基本

方針(以下「人権施策基本方針」という。）」を策定しました。 

平成２３年(２０１１年)３月には、人権施策基本方針に掲げる人権施策全般を具

体化し、総合的、計画的な推進を図るため、平成２７年度(２０１５年度)を期限と

する「滋賀県人権施策推進計画」を策定しました。 

続いて、平成２８年（２０１６年）３月には、平成２３年度(２０１１年度)以後の成果

を踏まえるとともに、様々な人権課題の状況および社会情勢の変化や法令等の

整備に対応するため、計画の見直しを行い、令和７年度（２０２５年度）を期限とす

る改定を行いました。 

このたび、計画改定から９年目を迎えましたが、この間、「障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）、「部落差別の解消の推進

に関する法律」（部落差別解消推進法）、「こども基本法」、「性的指向及びジェン

ダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」等の関

係法令の施行、新型コロナウイルス感染症に関連した人権侵害の発生、インター

ネット（SNS※）上での人権侵害の深刻化など、人権をめぐる様々な課題や状況

に大きな変化が見られました。 

こうした社会情勢の変化や、令和３年度（２０２１年度）に実施した「人権に関す

る県民意識調査」（以下「令和３年度県民意識調査」という。）の結果等を踏まえ

た課題への対応を図るため、従来の計画の見直しを行い、人権施策推進計画を

改定することとします。 
 
２ 計画の性格 

（１）人権施策基本方針を総合的、計画的に推進するための行動計画 

（２）滋賀県政の最上位計画である「滋賀県基本構想」をはじめとして、滋賀県が策

定する他の構想・計画・指針等と整合した計画 

（３）「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第 5 条に規定される地方公共団

体の責務として、県が人権教育・啓発を総合的、計画的に推進するための計画 
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３ 計画の期間 

令和６年度(２０２４年度)から令和１０年度(２０２８年度)までの５年間の計画と

します。 

 

４ 計画の進行管理 

  毎年度、人権施策基本方針および計画に基づいた関連施策実施状況をまと

め、滋賀県人権施策推進審議会に対して報告し意見を聴きます。また、県のホー

ムページ等で県民に公表します。 

計画期間中の社会情勢等の変化や関連する個別計画等の変更については、

計画のめざす方向性を基本に適宜適切な運用を図りながら関係施策を推進す

るほか、必要に応じて計画自体の見直しを行います。 

 
５ ＳＤＧｓとの関係 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、

平成２７年（２０１５年）に国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のた

めの２０３０アジェンダ」で設定された２０３０年を年限とする国際目標であり、誰

一人取り残さない持続可能な社会の実現のため、１７のゴール（目標）と１６９のタ

ーゲットが定められています。 

本計画では、１７の行動目標のうち、主に以下に関する施策を推進することに

より、SDGs の目標達成に貢献します。 

 
 貧困をなくそう  働きがいも 

経済成長も 

 すべての人に 

健康と福祉を 

 人や国の不平等 

をなくそう 

 質の高い教育を 

みんなに 

 住み続けられる 

まちづくりを 

 ジェンダー平等を 

実現しよう 

 平和と公正を 

すべての人に 


